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確定申告
はお早めに

所
得
税
の
確
定
申
告
は
、納
税
者
が
自

ら
税
務
署
へ
所
得
な
ど
の
申
告
を
行
う

こ
と
に
よ
っ
て
国
へ
納
め
る
税
額
を
確

定
し
、納
付
ま
た
は
還
付
を
受
け
る
も
の

で
、国
の
行
政
機
関
で
あ
る
税
務
署
に
対

し
て
個
人
が
行
う
も
の
で
す
。

こ
の
申
告
は
令
和
３
年
度
の
市
県
民
税

や
国
民
健
康
保
険
税
な
ど
の
算
定
の
資
料

に
な
り
ま
す
。申
告
さ
れ
て
い
な
い
と
、保

険
税
の
軽
減
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
や
、

税
の
証
明
書
が
発
行
で
き
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、申
告
が
必
要
と
な
る
人
は

必
ず
期
限
ま
で
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

中
央
市
で
は
申
告
期
間
中
に
限
り
、国

税
庁
よ
り
許
可
を
受
け
、市
職
員
に
よ
る

申
告
相
談
お
よ
び
仮
収
受（
提
出
を
代
行

し
、税
務
署
で
審
査
）を
実
施
し
ま
す
。し

か
し
、専
門
知
識
を
持
っ
た
税
務
署
職
員

で
は
な
い
こ
と
、ま
た
多
く
の
人
を
対
象

と
す
る
こ
と
か
ら
、大
変
混
雑
し
ま
す
。

そ
の
た
め
、電
子
申
告
お
よ
び
郵
送
に

よ
る
申
告
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。ま
た
、新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の

た
め
に
も
、非
接
触
の
申
告（
ｅ
ー
Ｔ
ａ
ｘ

や
郵
送
な
ど
）に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

申告期間　２月10日（水）
　　　　～３月15日（月）

▼
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
の
申
告
方
法

国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は「
所
得

税
の
確
定
申
告
コ
ー
ナ
ー
」が
あ
り
、簡

単
に
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
で
確
定
申
告
書

の
作
成
が
で
き
ま
す
。

印
刷
し
た
確
定
申
告
書
は
、郵
送
な
ど

に
よ
り
税
務
署
に
そ
の
ま
ま
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。な
お
、申
告
書
の
控

え
が
必
要
な
人
は
、切
⼿
を
貼
っ
た
返
信

用
封
筒
を
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、パ
ソ
コ
ン
か
ら
の
デ
ー
タ
送
信

（
電
子
申
告
）は
、24
時
間
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

郵
送
先

４
０
０
―
８
５
８
４

　
　
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
１
―
18

　
　
　
　
甲
府
税
務
署

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

Ｕ
Ｒ
Ｌ

https://w
w
w
.nta.go.jp/

▼
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
が
便
利
で
す

ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
す
る
と
本
人
確

認
書
類
や
添
付
書
類
の
提
出
が
省
略
で

き
る
な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。ぜ

ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

Ｕ
Ｒ
Ｌ

https://w
w
w
.e-tax.nta.

go.jp/

➡問合せ　税務課　☎274－8546
甲府税務署　☎254－6105

申
告
書
作
成
指
導
会

甲
府
税
務
署
の
職
員
に
よ
る
所

得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
、事

業
税
、住
民
税
共
同
の
確
定
申
告
書

作
成
の
指
導
会
を
開
催
し
ま
す
。

※
土
地
や
建
物
、株
式
な
ど
の
譲

渡
、贈
与
、相
続
関
係
に
つ
い
て

は
除
き
ま
す
。

日
時

２
月
９
日(

火)

　
　
　
午
前
10
時
～
正
午
、

　
　
　
午
後
１
時
～
４
時

場
所

中
央
市
役
所

防
災
対
策
室
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中央市の申告相談日程
申告会場　中央市役所　防災対策室　
受付時間　午前９時～ 11時、午後１時30分～４時30分
　　　　　（最終日のみ午後３時まで）　
※�開場は午前８時から

受付日 対象自治会・対象者

２月10日（水）
12日（金）
15日（月）

還付申告の人、住民税申告の人
受付時間　午前９時～正午
※この期間は受付時間が異なりますのでご注意ください。

２月16日（火） 大田和、藤巻、今福、今福新田、飛石、釜無、清川
17日（水） 新町第１、新町第２、臼井阿原第１、臼井阿原第２、東
18日（木） 西花輪第１、西花輪第２、山王第１、山王第２、山王第３
19日（金） リバーサイド第１、リバーサイド第２、リバーサイド第３
22日（月） 鍛冶新居、山之神、宮北、布施第３、布施第４、布施第５

23日（火・祝） 指定された日に申告会場に来られない人
24日（水） 東花輪第１、東花輪第２、東花輪第３、桜、新道
25日（木） 指定された日に申告会場に来られない人
26日（金） 中村、上手、水上、川東

３月１日（月） 久保、山宮、久保団地、山宮団地
２日（火） 関原、木原
３日（水） 浅利、高部、神明
４日（木） 指定された日に申告会場に来られない人
５日（金） 西新居、中楯、新城
８日（月） 上三條、下三條１、下三條２、井之口１、井之口２
９日（火） 若宮、下河東東、下河東西、下河東下
10日（水） 極楽寺、高橋、乙黒、町之田、一町畑
11日（木） 上成島、宿成島、新成島、下成島１、下成島２

３月12日（金）
15日（月） 上記の日程で申告会場に来られなかった人

※�申告相談は上記の日程でいつでも受けることができますが混雑などを避けるため、できるだけご自身の自治会
対象日にお越しください。
※�玉穂・豊富地区の対象日には、各支所から市役所行きのバスを運行します。利用には事前の申し込みが必要な
ので、税務課へご連絡ください。
※申告には、マイナンバーの記載と本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。

東花輪第１、東花輪第２、東花輪第３、桜、新道

上三條、下三條１、下三條２、井之口１、井之口２

新型コロナウイルス感染症の拡大
状況により、受付時間の変更や開
催中止になる場合があります。　来庁する際には、マスクの着用、
受け付けでの検温、手指消毒にご
協力ください。　また、体調不良や発熱の症状が
ある人は、申告相談はできません。
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Ｑ
Ａ
確
定
申
告

よ
く
あ
る
質
問

申
告
に
つ
い
て

問
相
談
会
場
に
は
何
を
持
っ
て
行
け
ば
い

い
で
す
か
？

答
主
な
持
ち
物
は
次
の
通
り
で
す
。

・
個
人
番
号
が
わ
か
る
も
の（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
、通
知
カ
ー
ド
な
ど
）

・
本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
、在
留
カ
ー

ド
、公
的
医
療
保
険
の
被
保
険
者
証
な
ど
）

・
税
務
署
か
ら
の「
案
内
は
が
き
」ま
た
は
市
役

所
か
ら
の「
市
県
民
税
等
申
告
書
」（
郵
送
さ

れ
た
人
の
み
）

・
昨
年
の
申
告
書
の
控
え

・
給
与
、公
的
年
⾦
な
ど
の
源
泉
徴
収
票
、収
支
内

訳
書（
収
⼊
、支
出
に
関
す
る
帳
簿
や
領
収
書
）

※
申
告
書
を
提
出
す
る
際
、源
泉
徴
収
票
の
添
付

は
不
要
と
な
り
ま
し
た
。

・
国
民
年
⾦
保
険
料
の
支
払
証
明
書

・
生
命
保
険
料
、介
護
医
療
保
険
料
、個
人
年
⾦

保
険
料
、地
震
保
険
料
な
ど
の
支
払
証
明
書

・
医
療
費
控
除
を
受
け
る
場
合
は
、医
療
費
控

除
の
明
細
書（
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン

税
制
の
明
細
書
）、健
康
増
進
な
ど
の
取
り
組

み
を
行
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
書
類（
セ
ル
フ

メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
を
受
け
る
場
合
）

※
領
収
証
の
添
付
は
で
き
ま
せ
ん
。

・
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受
け
る
場
合
は
、契
約

書（
写
し
）、登
記
事
項
証
明
書（
原
本
）、⾦
融

機
関
か
ら
の
残
高
証
明
書（
原
本
）、す
ま
い

給
付
⾦
を
含
む
補
助
⾦
な
ど
を
受
け
た
場
合

は
そ
の
額
を
証
す
る
書
類
、住
宅
取
得
資
⾦

の
贈
与
の
特
例
を
受
け
た
場
合
は
贈
与
税
の

申
告
書
な
ど
住
宅
取
得
資
⾦
の
額
を
証
す
る

書
類（
写
し
）、認
定
住
宅
の
場
合
は
認
定
住

宅
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

・
税
⾦
が
還
付
さ
れ
る
場
合
は
、⾦
融
機
関
の

口
座
番
号
が
わ
か
る
も
の

・
印
鑑

答
左
記
に
該
当
す
る
人
は「
甲
府
税
務
署
」

の
申
告
会
場
、ま
た
は「
税
理
士
事
務
所
」

な
ど
で
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
土
地
や
建
物
、株
式
な
ど
の
譲
渡
所
得
が
あ
る
人

②
青
色
申
告
の
人

③
営
業
、農
業
、不
動
産
所
得
な
ど
の
人
で
、今
回

初
め
て
確
定
申
告
さ
れ
る
人
や
、収
支
内
訳
書

の
記
載
が
全
く
わ
か
ら
な
い
人

④
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
確
定
申
告
を
さ
れ
る
人

で
、ロ
ー
ン
が
連
帯
債
務
の
人

⑤
雑
損
控
除
の
あ
る
人

⑥
先
物
取
引（
Ｆ
Ｘ
を
含
む
）や
仮
想
通
貨
に
よ

る
所
得
が
あ
る
人

※
作
成
済
み
の
確
定
申
告
書
は
、申
告
会
場
で
預

か
り
、甲
府
税
務
署
へ
提
出
し
ま
す
。

確
定
申
告
の
対
象
者

問
中
央
市
か
ら
市
県
民
税
等
申
告
書
が
届
き

ま
し
た
が
、ど
う
す
れ
ば
い
い
で
す
か
？

答
巿
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ

り
ま
す
。

令
和
３
年
１
月
１
日
現
在
中
央
市
に
住
所
を

有
す
る
人
で
、申
告
が
必
要
と
思
わ
れ
る
人
に

は
、あ
ら
か
じ
め「
市
民
税
・
県
民
税
・
国
民
健

康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・
介
護

保
険
料
申
告
書
」を
２
月
初
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

申
告
書
が
届
か
な
か
っ
た
人
で
も
、次
の
①
～
④

に
該
当
す
る
人
は
、所
得
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
申

告
が
必
要
で
す
。無
収
⼊
で
あ
っ
て
も
申
告
を
し

な
い
と
、国
民
健
康
保
険
税
や
後
期
高
齢
者
医
療

問
相
談
会
場
に
行
く
だ
け
で
、申
告
書
は

作
っ
て
も
ら
え
ま
す
か
？

答
い
い
え
。申
告
書
は
自
分
で
計
算
、記
入

が
原
則
で
す
。

中
央
市
の
申
告
会
場
で
は
、作
成
の
ア
ド
バ
イ

ス
を
行
い
ま
す
。収
支
内
訳
書
、医
療
費
控
除
や
住

宅
ロ
ー
ン
の
控
除
計
算
書
な
ど
は
、あ
ら
か
じ
め

自
分
で
計
算
、記
⼊
を
し
て
お
持
ち
く
だ
さ
い
。書

類
を
作
成
し
た
後
に
申
告
相
談
を
行
い
ま
す
。

問
手
元
に
申
告
書
が
届
い
て
い
な
い
の
で

す
が
、ど
う
す
れ
ば
い
い
で
す
か
？

答
甲
府
税
務
署
、市
役
所
、玉
穂
・
豊
富
支

所
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。

市
県
民
税
等
申
告
書
は
中
央
市
か
ら
郵
送
し

て
い
ま
す
が
、確
定
申
告
書
は
甲
府
税
務
署
か
ら

郵
送
さ
れ
ま
す
。

申
告
書
の
代
わ
り
に
案
内
は
が
き
が
郵
送
さ

れ
た
人
に
は
、申
告
書
は
届
き
ま
せ
ん
。申
告
書

が
必
要
な
場
合
は
、事
前
に
市
役
所
、玉
穂
・
豊

富
支
所
で
受
け
取
る
か
、直
接
相
談
会
場
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。

※
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
、申
告
書
を
含

む
各
種
様
式
が
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

中
央
市
の
相
談
会
で
は

受
け
付
け
で
き
な
い
内
容

問
土
地
、建
物
、株
を
売
買
し
た
場
合
の
申
告

や
営
業
、農
業
、不
動
産
所
得
な
ど
の
青
色

申
告
は
ど
こ
で
申
告
し
た
ら
い
い
で
す
か
？
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保
険
料
の
軽
減
適
用
や
、保
育
料
、福
祉
サ
ー
ビ

ス
な
ど
の
算
定
が
正
し
く
受
け
ら
れ
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。

①
国
民
健
康
保
険
、後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加

⼊
さ
れ
て
い
る
人
、ま
た
は
加
⼊
さ
れ
る
人

②
介
護
保
険
第
１
号
被
保
険
者（
65
歳
以
上
）の
人

③
扶
養
者
認
定
や
そ
の
ほ
か
の
⼿
続
き
の
た
め

に
、税
務
課
で
交
付
す
る
所
得
に
関
す
る
証
明

書
が
必
要
な
人

④
児
童
扶
養
⼿
当
を
申
請
す
る
人

※
た
だ
し
、左
記
の
人
は
市
県
民
税
の
申
告
の
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

・
令
和
２
年
分
の
確
定
申
告
を
す
る
人

・
年
末
調
整
が
済
ん
で
い
る
給
与
所
得
者
で
、

支
払
者
か
ら
市
役
所
に
給
与
支
払
報
告
書
が

提
出
さ
れ
て
い
る
人

・
公
的
年
⾦
等
支
払
報
告
書
が
支
払
者
か
ら
市

役
所
に
提
出
さ
れ
て
い
る
人（
控
除
に
漏
れ

が
あ
っ
た
人
は
、申
告
す
る
こ
と
に
よ
り
市

県
民
税
が
軽
減
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

問
私
は
確
定
申
告
が
必
要
で
す
か
？

答
確
定
申
告
の
必
要
な
人
は
、主
に
次
に
該

当
す
る
人
で
す
。

①
給
与
所
得
者（
ア
ル
バ
イ
ト
、パ
ー
ト
、事
業
専

従
者
も
含
む
）で
、給
与
を
２
か
所
以
上
か
ら

受
け
て
い
た
人

②
退
職
な
ど
に
よ
り
年
末
調
整
を
し
て
い
な
い
人

③
給
与
収
⼊
が
２
，０
０
０
万
円
を
超
え
る
人

④
営
業
、農
業
、不
動
産
所
得
な
ど
の
あ
る
人

⑤
個
人
年
⾦
や
生
命
保
険
満
期
⾦
、株
式
配
当
な

ど
を
受
け
取
っ
た
人

⑥
給
与
以
外
の
各
種
所
得
が
20
万
円
を
超
え
る
人

⑦
医
療
費
控
除
や
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適
用
を

受
け
る
人

問
令
和
２
年
中
の
収
入
は
年
金
の
み
で
す

が
、確
定
申
告
は
必
要
で
す
か
？

答
申
告
の
必
要
が
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

公
的
年
⾦
の
収
⼊
⾦
額
の
合
計
額
が
４
０
０
万

円
以
下
で
か
つ
、公
的
年
⾦
な
ど
の
雑
所
得
以
外

の
所
得
⾦
額
が
20
万
円
以
下
で
あ
る
場
合
は
、所

得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、こ
の
場
合
で
も
、扶
養
控
除
や
医
療
費
控

除
を
受
け
た
い
場
合
は
申
告
が
必
要
で
す
。申
告

を
し
な
い
と
各
種
控
除
の
適
用
が
な
く
な
り
、翌

年
の
市
県
民
税
が
高
く
な
っ
て
し
ま
う
場
合
が
あ

り
ま
す
。

ま
た
、所
得
税
の
確
定
申
告
が
必
要
な
い
場
合
で

も
市
県
民
税
の
申
告
は
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
妻
が
専
業
主
婦
で
無
収
入
で
あ
る
こ
と

を
夫
の
会
社
に
報
告
し
、年
末
調
整
さ
れ

て
い
ま
す
が
、妻
の
申
告
は
必
要
で
す
か
？

答
無
収
入
の
場
合
で
も
、中
央
市
へ
市
県
民

税
の
申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

会
社
な
ど
で
行
う
年
末
調
整
は
、勤
め
て
い
る

人
本
人
の
年
末
調
整
で
す
。妻
の
所
得
証
明
書
が

必
要
な
場
合
は
、妻
の
無
収
⼊
の
申
告（
ゼ
ロ
申

告
）が
必
要
に
な
り
ま
す
。

問
令
和
２
年
中
は
無
収
入
で
す
が
、申
告
は

必
要
で
す
か
？

答
無
収
入
の
場
合
で
も
、中
央
市
へ
の
市
県

民
税
の
申
告
が
さ
れ
て
い
な
い
と
、左
記

の
よ
う
な
不
利
益
や
不
便
が
生
じ
ま
す
。

・
国
民
健
康
保
険
、後
期
高
齢
者
医
療
保
険
加

⼊
者
の
世
帯
や
こ
れ
か
ら
加
⼊
さ
れ
る
人
、

介
護
保
険
料
支
払
者
の
世
帯
の
人
は
、申
告

を
し
な
い
と
正
し
い
保
険
税
や
保
険
料
の
軽

減
適
用
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

・
保
育
料
、福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
算
定
な
ど
、国
や

県
、市
か
ら
の
助
成
⾦
や
⼿
当
て
な
ど
が
正

し
く
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
所
得
証
明
や
非
課
税
証
明
な
ど
の
税
証
明
の

交
付
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。会
社
や
公
的
機

関
に
証
明
書
を
提
出
す
る
人
は
、所
得
が
な

く
て
も
申
告
が
必
要
で
す
。

各
種
控
除
・
ふ
る
さ
と
納
税

問
医
療
費
控
除
を
申
告
す
る
に
は
ど
う
す

れ
ば
い
い
で
す
か
？

答
生
計
を
一
に
し
て
い
る
家
族
で
、令
和
２

年
中
の
医
療
費
の
総
額
か
ら
生
命
保
険

会
社
や
加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
組
合
な
ど
か

ら
補
て
ん
さ
れ
た
金
額
を
引
い
た
額
が
10
万
円

以
上
、ま
た
は
所
得
の
５
％
以
上
あ
る
場
合
は
、

医
療
費
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

健
康
増
進
や
疾
病
予
防
の
取
り
組
み
を
行
っ
て

い
る
場
合
、特
定
一
般
用
医
薬
品
等
購
⼊
費
か
ら

保
険
な
ど
に
よ
り
補
て
ん
さ
れ
た
⾦
額
を
引
い
た

額
が
１
万
２
，０
０
０
円
を
超
え
る
と
、セ
ル
フ
メ

デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

※
両
方
の
控
除
を
重
複
し
て
受
け
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。

控
除
を
受
け
る
た
め
に
は「
明
細
書
」を
自
分

で
作
成
し
て
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。市
役

所
、玉
穂
・
豊
富
支
所
に
明
細
書
を
用
意
し
て
あ

り
ま
す
の
で
、医
療
を
受
け
た
人
ご
と
に
、医
療

費
を
支
払
っ
た
病
院
、薬
局
別
に
集
計
し
て
記
載

し
て
く
だ
さ
い
。

※「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」作
成
の
際
に
、医

療
保
険
者
か
ら
交
付
を
受
け
た
医
療
費
通
知

（「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」な
ど
で
必
要
事
項
が

全
て
記
載
さ
れ
た
も
の
）を
添
付
す
る
と
、明

細
の
記
⼊
を
一
部
省
略
で
き
ま
す
。

問
ふ
る
さ
と
納
税
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
の

申
請
を
し
て
い
ま
す
。医
療
費
控
除
な
ど

を
追
加
す
る
た
め
確
定
申
告
は
で
き
ま
す
か
？

答
寄
附
先
の
自
治
体
に「
寄
附
金
税
額
控
除

に
係
る
申
告
特
例
申
請
書
」を
提
出
し
、

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
を
申
請
し
て
い
る
人
は
、確

定
申
告
ま
た
は
市
県
民
税
の
申
告
を
行
う
と
特

例
の
適
用
が
無
効
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。申
告
を

行
う
場
合
は
、ふ
る
さ
と

納
税
の
寄
附
金
額
も
申
告

に
含
め
る
よ
う
に
注
意
し

て
く
だ
さ
い
。


